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平成 30年１月 25日 

 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

資本業務提携、第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに 

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年1月25日の取締役会において、平成30年２月23日開催予定の臨時株主総会（以下、

「本臨時株主総会」といいます。）で承認されることを条件として、TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責

任組合（以下「資本提携先」または「割当予定先」といいます。）への第三者割当による新株式（以

下「本株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うこと、並

びに本臨時株主総会において本第三者割当増資が承認されることを条件として、株式会社

Tryfunds（以下、「Tryfunds」といいます。）の100%子会社である株式会社TRYFUNDS INVESTMENT（以下、

「TRYFUNDS INVESTMENT」または「業務提携先」といいます。）との間での業務提携契約（以下「本業務提携

契約」といい、当該契約に基づく提携を「本業務提携」といいます。）及びTRYFUNDS INVESTMENTが運営・

管理する割当予定先との間での資本提携契約（以下「本資本提携契約」といい、当該契約に基づ

く提携を「本資本提携」といいます。）の締結を行うことを決議いたしましたので、お知らせし

ます。（以下、総称して「本資本業務提携」といいます。） 

併せて、本第三者割当増資の締結が本臨時株主総会において承認されることを前提に、当社の主要

株主である筆頭株主の異動及び役員の異動が見込まれますので、お知らせします。 

 

記 

 

Ⅰ．本資本業務提携の概要 

 

１．本資本業務提携の理由 

 当社は、「牡蠣の新たな価値を創造し、画期的な未来を提供します。」をミッションとして、種苗、

生産、加工、販売に至るまでの安全を軸とした高品質な牡蠣の６次産業化（※）を具現化すべく事業に
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取り組んでおります。当社の主たる事業は、オイスターレストランの運営を主体とした店舗事業及

び、当社加工済み牡蠣を外部販売する卸売事業によって構成されており、平成26年には、海洋

深層水を用いた浄化施設を富山県に設立し、安全性の高い牡蠣の提供を実現したほか、平成29年には、

岩手県に牡蠣の加工食品を製造する自社工場を設立し、卸売事業の拡大に向け注力してまいりました。

また、沖縄県久米島において、海洋深層水を用いた世界初となる牡蠣の陸上養殖施設の実用化に向けた

研究開発を行うなど、将来の事業拡大を見据えた先行投資も積極的に実施してまいりました。 

 

 一方、当社は平成13年の初出店以来、市場の緩やかな拡大と共に順調に出店を続けてまいりました

が、平成26年以降の急激な競合店舗の増加を受けて既存店の収益性が悪化し、平成27年以降、新規に

出店を行った店舗も出店時の販売計画を達成するに至らず、厳しい経営環境に置かれております。当該

環境のもと、不採算店舗の閉店や浄化拠点の統合といったリストラクチャリング費用を計上したことに

加えて、岩手工場及び陸上養殖施設の実用化に向けた研究開発に対する多額の先行投資費用を支出した

結果、二期連続の最終赤字を計上し、平成29年３月期決算において債務超過の状況にあります。 

  

具体的な直近の業績は以下のとおりです。 

 

平成29年3月期 

 

売上高は、32店舗の既存店売上高が回復に至らなかったこと等から、3,868,248千円（前期比0.6％

減）となりました。営業損失は、売上高の減少及び4店舗の新規出店に伴う開業経費を計上したことに

より、461,918千円（前期は営業損失342,542千円）、経常損失は475,079千円（前期は経常損失

349,591千円）となりました。また、岩手工場建設に伴う補助金による特別利益812,475千円を計上し

た一方、浄化センターの統合費用34,377千円、５店舗の店舗閉鎖及び１店舗の業務受託解除に伴う損失

313,328千円及び店舗の固定資産に係る減損損失509,945千円による特別損失857,651千円を計上し、

さらに岩手工場建設に伴う補助金を主とした法人税等調整額249,140千円を計上した結果、親会社株主

に帰属する当期純損失は744,051千円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失486,303千円）となり

ました。 

 

平成30年3月期第二四半期 

 

売上高は、2店舗の閉鎖による減収があったものの、既存店売上高が回復したことにより、1,822,168

千円（前年同期比0.0％増）となりました。営業損失は、平成29年3月期における店舗及び設備の統廃

合並びに業務の集約化、効率化によって採算性が向上した結果、157,352千円（前年同期は営業損失

342,397千円）、経常損失は159,000千円（前年同期は349,620千円の経常損失）、親会社に帰属する

四半期純損失は139,639千円（前年同期は親会社に帰属する四半期純損失520,969千円）となりまし

た。 
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当社の株主資本については、平成27年３月末に1,107,151千円であったところ、平成28年３月期に

おいて、新規出店（５店舗）等による人件費の増加及び開業経費の計上に加え、岩手工場や陸上養殖の

実用化に向けた研究開発等の先行投資費用を支出した一方、売上高が計画を下回ったこと等により、親

会社株主に帰属する当期純損失486,303千円を計上した結果、平成28年３月末には679,598千円に、上

記直近業績の推移により平成29年３月末には△21,356千円、平成30年３月期第２四半期末時点におい

ては△159,846千円となっております。 

 

 かかる状況の下、当社では速やかな経営再建を果たし、事業の持続的な成長を実現するため、（１）

店舗事業の収益性の改善、（２）岩手工場の本格稼働による卸売事業の拡大、（３）債務超過の解消と

財務体質の改善、これら三点の施策実施が急務であり、実現に向けた資金調達が必要であると判断して

おります。 

その一方、平成 29年 10月 31 日付「借入金の一部返済と役員の異動等について」で開示をい

たしましたとおり、運転資金が不足した時に事業会社から多額の借入を行い、その返済期限が

迫っており、いまだ返済資金が自己資金では賄えない状態であるため、そのための資金調達が

急務となっております 

そのため、当社では、経営再建、成長投資、及び借入返済のために必要な資金調達に向けた検討を重

ねてまいりました。 

 

 こうした状況の中、当社代表取締役 吉田秀則とかねてより面識があり、経営戦略に関する相

談を行っていた丹野裕介氏と協議を行った結果、牡蠣の６次産業化推進や世界初の牡蠣の完全

陸上養殖事業に挑むという当社の取り組みと姿勢が、Tryfunds の「挑戦をカルチャーに。」と

いうビジョンと合致するものであり、投資とハンズオン支援により当社の企業価値向上が見込

めると判断され、割当予定先にて当社株式の引き受けを行う意向を表明していただきました。 

 

割当予定先は、丹野氏が代表取締役を務める Tryfunds の 100%子会社である TRYFUNDS 

INVESTMENT が運営する投資ファンドであり、当社の経営再建を目的とした資金調達及び経営支

援を目的として組成されました。Tryfunds は戦略コンサルティングから人事コンサルティング

まで幅広いサービスラインを有するコンサルティング会社であり、当社の所属する外食産業を

含めた多様な産業における経営支援の実績を有しております。また、企業の海外進出支援に注

力してきた Tryfundsが有する世界 58 カ国へのネットワークは、卸売事業の成長戦略の一つで

ある牡蠣の海外輸出の促進に寄与することが期待されます。TRYFUNDS INVESTMENT は、

Tryfunds が有する経営支援の実績やネットワークを活かした投資運営管理を主な事業とする会

社として設立されております。以上のことから、TRYFUNDS INVESTMENT が有するノウハウ及び

割当予定先の資金が、当社の経営の発展と企業価値の向上に寄与するものと考え、新株式によ

る第三者割当増資の割当予定先として選定するとともに、本第三者割当増資が本臨時株主総会
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で承認されることを前提に、本資本業務提携を実施することで合意いたしました。 

 

なお、本第三者割当増資は、直近の株価からディスカウントされたものとなり、会社法第

199条第３項において定める特に有利な金額による発行に該当しますが、当社の債務超過とい

う財務状況及び資金需要を鑑みて本臨時株主総会での承認を前提に当該条件での発行に同意す

ることといたしました。 

 

（※）「６次産業化」とは、一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業と

しての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み

出すことをいいます。 

 

２．本資本業務提携の内容 

（１）本資本業務提携の目的 

  詳細につきましては、「Ⅰ.本資本業務提携の概要 1.本資本業務提携の理由」をご参照下

さい。 

 

（２）本資本提携の内容 

当社は、本資本提携契約に基づき、第三者割当の方法により割当予定先に対し普通株式 

1,154,500 株を割り当て、割当予定先は払込金額総額 800,068,500 円にてこれを全て引き受

けます。本第三者割当増資の具体的内容については、後記「Ⅱ．第三者割当による新株式の

発行」をご参照ください。 

 

（３）本業務提携の内容 

本業務提携契約に基づき、TRYFUNDS INVESTMENT は、親会社 Tryfundsのコンサルティング

プロジェクトで培われたノウハウを生かして、当社の業績改善に努めるものとし、以下の事

項に合意します。 

①経営体制の再構築 

  (ⅰ)経営ビジョンの再定義による方向性の再定義 

  (ⅱ)経営ビジョン浸透のための施策実行支援 

  (ⅲ)人事制度の再構築 

②中期戦略・経営計画の策定支援 

③経営計画実施のための施策策定・実行支援 

④事業別 KPI 策定支援・モニタリング実行支援 

 

また、後述「（５）経営支援人材の派遣」に記載のとおり、当社は経営支援人材を受入

れ、経営改善計画、成長戦略を実施していくための具体的な施策の立案と実行の強化を行っ
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てゆく予定です。 

 

（４）役員等の受入れ 

当社は、経営再建の一環として TRYFUNDS INVESTMENT から役員３名（代表取締役１名、取

締役１名、監査等委員である取締役１名）を受け入れ、経営体制を刷新することにより従前

の取締役会における課題であった透明性及び客観的妥当性を担保し、コーポレートガバナン

スの強化を図ります。 

 

（５）経営支援人材の派遣 

（４）に記載の役員等の受入れに加え、後述「（５）経営支援人材の派遣」に記載のとお

り、当社は、TRYFUNDS INVESTMENT から経営支援人材２名又は３名の当社への常駐を受入れ

ます。 

 

３．本資本業務提携の相手先の概要 

（１）本資本提携先の概要 

①名称 TRYFUNDS INVESTMENT 投資事業有限責任組合 

②所在地 東京都港区西新橋三丁目 24 番 10号 

③出資額 824,000,000 円 

④組成の目的 当社の経営再建を目的とした資金調達及び経営支援を行うこと。 

⑤組成日 平成 29年 12月 13 日 

⑥主たる出資者及びそ

の出資比率 

TRYFUNDS INVESTMENT 及びその他投資家（注）から構成されており

ます。  

⑦業務執行組合員 名称 株式会社 TRYFUNDS INVESTMENT 

所在地 東京都港区西新橋三丁目 24 番

10 号 

代表者の役職及び氏名 代表取締役 丹野 裕介 

資本金の額 10,000千円 

事業内容 投資事業運営 

主たる出資者及びその出資比率 株式会社 Tryfunds 100% 

⑧当社と当該ファンド

との間の関係 

資本関係 当社と当該ファンドの間には、記載すべき資本関係は

ありません。また当社の関係者及び関係会社と当該フ

ァンドの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき

資本関係はありません。 

人的関係 当社と当該ファンドの間には、記載すべき人的関係は

ありません。また当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的
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関係はありません。 

取引関係 当社と当該ファンドの間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、平成 29 年 10月 31 日付「借入金

の一部返済と役員の異動等について」で開示をいたし

ましたとおり、当社は株式会社アスラポート・ダイニ

ングから借り入れていた 200 百万円を、平成 29年 10

月 31 日に返済いたしましたが、返済にあたり本ファ

ンドの運営者の親会社である Tryfunds から 200百万

円の借入を行いました。その他、当社の関係者及び関

係会社と当該ファンドの関係者及び関係会社との間に

は、特筆すべき取引関係はありません。 

関連当事

者への該

当状況 

当該ファンドは、当社の関連当事者には該当しませ

ん。また、当該ファンドの関係者及び関係会社は、当

社の関連当事者には該当しません。 

 

(注) ①主たる出資者及びその出資比率については、業務執行組合員 TRYFUNDS INVESTMENT

を除く各投資家の要望により、非公表としております。 

②当該ファンドについては、当社において、株式会社企業情報センター（大阪府大阪

市天王寺区生玉前町一丁目 26 番 代表取締役 大宗輝義）に調査を依頼し、割当予

定先、及び出資者（TRYFUNDS INVESTMENT については、その親会社である Tryfunds

を含みます。）に対する調査を依頼した結果、これらの者について反社会的勢力と関

わりを示す情報などは掌握されていないため、反社会的勢力と関わりのあるものでは

ないと判断される旨の調査報告書を受領しております。 

なお、当社は、民間の調査会社の有料データベース等のアクセス可能なオープンソ

ースから広く情報を収集する方法により、割当予定先、及び出資者が暴力団等とは一

切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出

しております。 

 

（２）本業務提携先の概要 

①名称 

名称 

株式会社 TRYFUNDS INVESTMENT 

 

（） 

（） 

 

 ②所在地 

本店の所在地 

東京都港区西新橋三丁目 24 番 10号 

東京都千代田区丸の内一丁目4 番 1 号 ③代表者の役職・氏名 

代表者の役職・

氏名 

代表取締役 丹野 裕介 

④事業内容 １. 投資運営管理業務 

２. 経営コンサルティング業務 等 

 ⑤資本金 

資本金 

10,000千円 

５8,005百万円 ⑥設立年月日 

設立年月日 

平成29年11月13日 
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⑦大株主及び持株比

率 

株式会社 Tryfunds 100％ 

⑧当事会社関の関係 資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあり

ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の

関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係は

ありません。 

 人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあり

ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の

関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係は

ありません。 

 取引関係 当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はありま

せん。また、平成 29年 10月 31 日付「借入金の一部返済

と役員の異動等について」で開示をいたしましたとお

り、当社は株式会社アスラポート・ダイニングから借り

入れていた 200 百万円を、平成 29年 10月 31 日に返済い

たしましたが、返済にあたり親会社である株式会社

Tryfunds から 200百万円の借入を行いました。その他、

当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係

会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 

関連当事

者への該

当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。ま

た、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事

者には該当しません。 

⑨当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 会社設立後、1年が経過しておらず、記載すべき事項はありません。 

 

４．今後の見通し 

  本資本業務提携及び本第三者割当増資は当社の財務体質の改善に寄与することが考えられ

ますが、当社の業績に与える影響については精査中であり、本資本業務提携による効果が判

明し、業績への影響が明らかとなった場合には、速やかに開示いたします。 

 

Ⅱ．第三者割当による新株式の発行 

 

１．募集の概要 

本第三者割当による新株式発行の概要 

（１）払込期日 平成 30年２月 26日 

（２）発行新株式数 普通株式 1,154,500株 
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（３）発行価額 1 株につき 693円 

（４）調達資金の額 800,068,500 円 

（５）募集又は割当方法 

   （割当予定先） 

第三者割当の方法により、そのすべてを TRYFUNDS 

INVESTMENT 投資事業有限責任組合に割り当てま

す。 

（６）その他 前各号については、金融商品取引法による届出の効

力発生、及び本臨時株主総会において、「株主以外

の第三者に有利な払込金額で募集株式を発行する

件」を上程し、特別決議による承認を得ることを条

件とします。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的 

 上記「Ⅰ．本資本業務提携の概要 １．本資本業務提携の理由」をご参照ください。 

 

（２）本資金調達方法を選択した理由 

  当社は、株主の利益に配慮しつつ、目的とする財務体質改善の達成を目指し、様々な資金

調達の方法について慎重に比較検討を進めてまいりました。その結果、一度に株式の希薄化

が生じ、株価下落の可能性があるというデメリットはあるものの、当社が必要とする資金規

模を一度に調達するためには、本資金調達方法が最適であると判断いたしました。 

 

（３）他の資金調達方法との比較 

本第三者割当増資以外の方法による資金調達手法のうち、以下に記載されている手法を検討

した結果、他の手法と比較しても本第三者割当増資による資金調達は、当社として最適な資金

調達方法であると判断いたしました。 

① 金融機関からの借入については、本資金調達が自己資本の増加による債務超過の解消を目

的としているため、不適切であると判断いたしました。 

② 普通社債の発行に関しましては、①と同様の理由で不適切であると判断いたしました。 

③ 公募増資及び株主割当による新株式発行は、本第三者割当増資と同様に資金調達が一度に

可能となるものの、公募増資では一般投資家の参加率、株主割当では既存株主の参加率が

不透明であり、当社が再建に必要とする資金を迅速かつ確実に調達する手法としては適切

ではないと判断いたしました。 

④ ライツ・イシューを含む新株予約権の発行に関しましては、発行時点におけるまとまった

資金調達ができず、また、当社の株価水準によっては行使が行われないため、当社が再建

に必要とする資金を迅速かつ確実に調達できない恐れがあり、今回の資金調達方法として

は適切ではないと判断いたしました。 
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⑤ 新株予約権（行使価額条項付新株予約権付社債）及び転換社債型新株予約権付社債の発行

は、当社の株価水準によっては行使が行われず、目的とする自己資本の増加を達成できな

い恐れがあり、今回の資金調達方法としては適切ではないと判断いたしました。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 800,068,500 円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 5,000,000 円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 795,068,500 円 

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用の概算額の内訳は、登録免許税その他登記関連費用、弁護士費用、調査費用及びそ

の他諸費用です。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

①Tryfundsへの借入金の返済 200百万円 平成 30年２月 

②株式会社ケイ・メディックスへの借入金の返済 150百万円 平成 30年２月 

③構造改革費用 295百万円 
平成 30年３月から

平成 32年２月まで 

④成長投資 41百万円 
平成 30年３月から

平成 31年 10月まで 

⑤陸上養殖施設の実用化に向けた研究開発費用 50百万円 
平成 30年３月から

平成 30年６月まで 

⑥運転資金の確保 59百万円 
平成 30年２月から

平成 31年１月まで 

（注）上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社銀行普通預金口座にて管理することとし 

ております。 

① Tryfundsへの借入金の返済 

平成29年 10月31日付「借入金の一部返済と役員の異動等について」にて開示をいたしましたとおり、

当社は平成 29年 10月 31日に株式会社アスラポート・ダイニングから運転資金を目的とした借入 200百

万円（金利：年率３％、返済期限：平成29年11月30日）を返済し、同日、返済資金充当を目的として、

Tryfundsから200百万円の借入（金利：年率２％、返済期限：平成 30 年１月31 日）を行いました。そ

の後、平成30年１月25日付「借入金の返済期限の延長に関するお知らせ」で開示をいたしましたとおり、

返済期限を平成30年１月31日から平成30年２月28日に延長しております。本第三者割当増資により調

達した資金のうち200百万円については、当該借入金の返済に充当いたします。 
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② 株式会社ケイ・メディックスへの借入金の返済 

平成29年7月31日付「資金の借入に関するお知らせ」で開示をいたしましたとおり、当社は株式会社

ケイ・メディックスから運転資金を目的とした平成29年7月31日に150百万円の借入（金利：年率

３％、返済期限：平成 29 年10月31日）を行いましたが、平成29年10月31日付「借入金の一部返済

と役員の異動等について」で開示をいたしましたとおり、平成30年１月31日に返済期日を延長いたしま

した。その後、平成30年１月25日付「借入金の返済期限の延長に関するお知らせ」で開示をいたしまし

たとおり、返済期限を平成30年１月31日から平成30年２月28日に再度延長しております。本第三者割

当増資により調達した資金のうち150百万円については、当該借入金の返済に充当いたします。 

 

③ 構造改革費用 

速やかな経営再建を果たし、「牡蠣の新たな価値を創造し、画期的な未来を提供します。」というミッシ

ョンを実現するため、以下の施策を実施します。 

 

（ⅰ）経営体制の抜本的改革 

経営ビジョン及びミッションを再定義することで企業の方向性を再度明確化し、持続的な成長の

実現を目指します。従前具体化されていなかった中長期的なタイムライン上にその時点で企業が目

指す姿を設定し、中期経営計画を描く指針とします。また、経営再建においては企業全体が同じ方

向を向く事の重要性を認識した上で、全従業員に新たな経営ビジョン及びミッションを浸透させ、

自走できる組織への改革を図ります。上記を実現させるために、経営ビジョンとミッションを定着

させることを目的とした全従業員参加のミートアップを年二回開催（ミートアップ開催場所の確保、

従業員の交通費及び宿泊費等で、一回当たり約３百万円の経費を見込む）するとともに、組織開発

支援専門のコンサルティング会社を利用し（約５百万円のコンサルティングフィーを見込む）、こ

れまで十分に整備されていなかった人事制度（人材要件定義、評価制度、研修教育制度等）の再構

築及び主に直営店舗事業の従業員を対象とした管理職向けマネジメント研修やサービスマナーに

フォーカスした接客研修（約９百万円）の実施を予定しております。 

平成30年３月から平成31年６月に支出する予定です。 

 

（ⅱ）経営支援人材の採用 

当社はこれまで直営店舗事業を収益の柱としてまいりましたが、今後の成長には卸売 

事業の拡大が不可欠だと考え、岩手県に牡蠣の加工食品を製造する自社工場を建設いた

しました。しかしながら、事業環境の激変による社内の混乱等の影響を受け、当該事業

を専門とする人材の確保ができず、そのリソースを有効に活用できているとは言いがた

い状況にあります。今後は専門人材の登用を行い、岩手工場の早期収益化を目指します。

具体的には、当該事業経験を持ち岩手工場を統括できる執行役員クラスの人材１名（給

与水準約８百万円／年間）、加工食品の商品開発経験があり当該事業をけん引できる人
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材１名（給与水準約５百万円／年間）の採用を予定しております。なお、採用にあたって

はヘッドハンターを活用し、ヘッドハンティングの手数料として、２名の初年度年俸の

35%（約４百万円）を見込んでおります。 

平成 30年３月から平成 31年３月に支出する予定です。 

 

（ⅲ）店舗リブランディングの実施 

    当社は現在、14ブランド 30店舗のオイスターレストランを運営しておりますが、ブ    

ランドが多数存在することで、顧客に対する当社ブランドイメージの定着が妨げられる

結果となっていました。リブランディング施策では、牡蠣をより身近な食材にすること

を目的に、「牡蠣の食べ方のスタンダード」を提案していく等の新たなブランドを立ち

上げ、既存店舗の屋号変更及び内装変更工事を順次行いブランド統一化を図ってまいり

ます（平成 30年２月以降約一年半をかけて、牡蠣ノ星を除く既存店舗 29店舗を対象に

実施予定）。什器備品購入、内装工事実施及び内装デザイン費用で一店舗あたり約８百

万円の支出を見込んでおります。また、ブランドコンセプトやブランドロゴ考案のため

にブランディングデザイナー（手数料約２百万円）、新規メニュー考案のためにフード

コーディネーター（手数料約１百万円）をそれぞれ利用します。 

    平成 30年３月から平成 31年８月に支出する予定です。 

 

（ⅳ）物流の最適化 

当社は牡蠣の安全性を高めるため、富山県に保有する浄化センターにて海洋深層水を 

用いた浄化を行っております。現在は富山で浄化した牡蠣を、東京を中心とした首都圏に

毎日配送しておりますが、東京に物流拠点を設けることによって配送頻度を減少させ、物

流関連のコスト最適化を図ります。物流拠点の候補地となる大田市場（東京都大田区）の

初年度（平成 31年３月から平成 32年２月）の利用料約４百万円（施設面積約 170㎡を想

定）及び設備・備品購入費用を７百万円と見込んでおります。また、物流の詳細な実態調

査及び物流最適化計画策定のために物流専門のコンサルティング会社を利用する予定です

（手数料約５百万円）。 

平成 31年３月から平成 32年２月に支出する予定です。 

 

本第三者割当増資により調達した資金のうち295百万円については、上記構造改革費用に充当いたしま

す。 

 

④成長投資 

 経営再建後の持続的な成長を見据えて、以下の施策を実施します。 

 

（ⅰ）新業態店舗の出店 
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当社は、牡蠣の消費者の裾野を広げることを目的に、既存店舗とは異なる顧客セグメントをタ

ーゲットとした新業態の店舗を平成31年９月頃に１店舗出店することを予定しております。オ

イスターレストランである既存店舗とは別に、客単価を抑えた更にカジュアルなオイスターバー

業態を展開することで、既存顧客と比較して年齢の低い顧客層の取り込みを目指します。新店舗

出店のための初期投資（設計費、内装／厨房工事費及び什器購入費等）として約15百万円、開

業費用（仕入及び物件賃貸関連費用等）として約５百万円の支出を見込んでおります。 

平成31年９月から平成31年10月に支出する予定です。 

 

（ⅱ）マーケティングの強化 

当社が提供する安全な牡蠣のブランド価値を高め、当該商品をさらに世間に広める 

ために戦略的にマーケティング活動を実施していきます。具体的には、マーケティング

専門のコンサルティング会社を利用し、事務局を設置することでマーケティング活動

（工場ツアー、新店舗内覧会等）を推進します。コンサルティング会社に支払う手数料

として、約 21百万円を見込んでおります。 

平成 30年３月から平成 31年６月に支出する予定です。 

 

本第三者割当増資により調達した資金のうち41百万円については、上記成長投資に充当いたします。 

 

⑤ 陸上養殖施設の実用化に向けた研究開発費用 

当社は沖縄県久米島と協力し、海洋深層水を用いた牡蠣の陸上養殖施設の実用化に向けた研

究開発を進めております。海洋深層水は人体に有害なウィルスが含まれておらず、種苗から

成貝にいたるまでを一貫して海洋深層水で満たした陸上の水槽で育てることにより、ウィル

スフリーの牡蠣を実現することが可能となります。また、水温の調整によって生育及び産卵

を促すことにより、自然環境下に比べて短期間での出荷が可能となることから、将来的には

コスト面においても優れた競争力を発揮することが期待されております。現状では、ラボラ

トリー内においてウィルスフリーの牡蠣を成育させる試みには成功しているものの、大量生

産して世の中に広く供給していくには、オートメーション化が可能な大規模プラントの建設

が必要となります。その前段階として、オートメーション化の実証実験を行うためのスモー

ル・スケールでのプラント建設に平成 30年２月から着手いたします。当該施設は平成 30年

６月に完成の予定で、総工費は 50百万円を見込んでおります。本第三者割当増資により調達し

た資金のうち50百万円を、当該施設の建設費用に充当いたします。 

 

⑥ 運転資金の確保 

当社は業務の安定的運営のために運転資金の確保が必要と考えております。本第三者割当増資

により調達した資金のうち59 百万円は、人件費、販促費、管理経費及び原材料／仕入等に要す

る運転資金に充当する予定です。 
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４．資金使途の合理性に関する考え方 

  本調達資金は、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具

体的な使途」に記載する使途に充当することを予定しております。これにより、速やかな経

営再建を果たし、将来の事業拡大に向けた財務基盤の強化を図ることが可能となり、当社の

企業価値及び株式価値の向上に資する合理的なものであると考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

    発行価額につきましては、上記「Ⅱ．第三者割当による新株式の発行 ２．募集の目

的及び理由」及び「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載のとおり、

財務体質の改善及び成長資金の確保を迅速に実現することが不可欠であるとの認識のも

と、当社の置かれた厳しい現状に鑑み、資金調達の確実性及び迅速性を確保しつつ、当

社が必要とする資金を一括して充足できる割当先を事業会社等も含め探したものの、６

次産業化を推進しつつ企業再建を図りたい当社の要望を理解していただける割当先が見

つからない状況が続きました。 

    かかる状況の下、割当予定先の運営者である TRYFUNDS INVESTMENT は、当社の事業計

画の内容の精査を含む当社に対するデューデリジェンスを行い、現行の経営体制下にお

ける当社の企業価値を算定した結果、発行価額を 1株 700円前後とする提案を行いまし

た。当社としては、提案額が市場価格から乖離した額となるため、発行価額の妥当性を

確認するために株式会社プルータス・コンサルティング（東京都千代田区霞が関三丁目

２番５号 代表取締役社長 野口 真人）に株式価値算定を依頼いたしました。その結

果、当社が取得した下記記載の平成 29 年 12月 29日付株式価値算定書において当社株式

の価値は１株が 547円～693 円と算定されました。これを受け、当社から TRYFUNDS 

INVESTMENT に対し当該算定書を提示したところ、独立の第三者機関が算定した客観的と

判断できる価額の上限である１株 693円（本第三者割当増資の取締役会決議日の直前営

業日（以下「直前営業日」といいます。）である平成 30 年１月 24 日の東京証券取引所

における当社株式の終値（1,120 円）に対しては 38％のディスカウントを行った金額と

なります。）を発行価額とする提案が行われました。 

    当社は上記「Ⅱ．第三者割当による新株式の発行 ２．募集の目的及び理由」に記載

した当社の財務状況及び資金調達の需要並びに株式会社プルータス・コンサルティング

から取得した平成 29年 12月 29 日付株式価値算定書に基づく当社株式の価値等を総合的

に勘案した結果、TRYFUNDS INVESTMENT の提案を受け入れ、当該価額を発行価額とする

ことに合意しました。当社の取締役会は、当該発行価額による本第三者割当増資の実施

について審議を重ね、①速やかな経営再建を実現するために十分な資金を確実かつ迅速

に調達する必要があること、②本第三者割当増資に伴い、TRYFUNDS INVESTMENT から３
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名の役員派遣を受け入れ、TRYFUNDS INVESTMENT 及び Tryfunds の有するノウハウを活用

することが当社の企業価値向上に資すると考えられること、③第三者算定機関の株式価

値算定結果を考慮すると、上記発行価額が当社にとって本第三者割当増資を実現するた

めに一定の合理性を有すること等を総合的に勘案した結果、本第三者割当増資の発行価

額その他発行条件は合理的であり、既存株主の皆様にも理解いただくことができるもの

と考えております。なお、当社の社外取締役全員からも同一の意見を得ております。 

    当該発行価額は（693円）は、本第三者割当増資の取締役会決議日の直前営業日（以

下「直前営業日」といいます。）である平成 30年１月 24 日の東京証券取引所における

当社株式の終値（1,120円）に対しては 38％のディスカウント、直前営業日から１か月

遡った期間の終値の単純平均値（1,063 円）に対しては 35％のディスカウント、直前営

業日から３ヶ月遡った期間の終値の単純平均値（995円）に対しては 30％のディスカウ

ント、直前営業日から６ヶ月遡った期間の終値の単純平均値（1,019円）に対しては

32％のディスカウントを行った金額となります。 

    上記発行価額による本第三者割当増資の発行価額は、日本証券業協会が「第三者割当

増資等の取扱いに関する指針」に照らして会社法第 199 条第 3項において定める特に有

利な金額による発行に該当するとの判断から、当社は、本臨時株主総会において、株主

の皆様から特別決議による承認をいただけることを条件に、発行価額を 693 円として、

本第三者割当増資を行うことといたしました。 

    なお、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・

コンサルティングは、当社が提供したスタンドアローン・ベース（本第三者割当増資の

実施により事業継続性、及びリストラクチャリング費用が確保される前提で、①割当予

定先の運営者である TRYFUNDS INVESTMENT による経営改善効果は織り込まず②連結子会

社の株式会社ジーオー・ファームで行っている陸上養殖事業を継続しない③予測３年目

において予測２年目よりも卸売事業の一般消費者に向けた販売が拡大する前提とした場

合）の事業計画等（下記表参照）に基づいたディスカウンティッド・キャッシュ・フロ

ー法（DCF法：割引率 5.396％～6.187%）による評価結果として、当社の普通株式１株式

当たりの株式価値を 547円～693 円とする株式価値算定書（注）を作成し、当社は平成

29年 12月 29日付で当該算定書を取得しております。当該算定書によれば、企業価値を

評価するには、その企業の収益力を評価することが原則であることから、まずは、将来

の収益獲得能力を直接的に評価したうえで、固有の性質を評価結果に反映するインカ

ム・アプローチを採用するものとされており、また、当該アプローチの中でも、将来の

収益力に基づき企業価値を評価する最も理論的な手法であり、かつ、最も広く利用され

ている評価手法である DCF法を採用するものとされております。 

【事業計画】 

（単位：百万円） 予測１年目 

（平成 29年 10 月～

予測２年目 

（平成 31年 3月期） 

予測３年目以降 

（平成 32年 3月期） 
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平成 30年 3 月の半

期） 

税引後営業利益 54 90 121 

フリー・キャッシ

ュ・フロー 

41 84 120 

 

    （注）株式会社プルータス・コンサルティングは、株式価値の算定に際して、当社か

ら提供された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等

が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの

正確性及び完全性の検証を行っておりません。加えて、当社より提供された財

務予測に関する情報については、経営陣により現時点で得られる最善の予測と

判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

    本第三者割当増資により発行する当社普通株式の数は、1,154,500 株（議決権数

11,545個）であり、取締役会決議前における発行済株式総数 1,574,100 株（議決権数

15,733個）に対する希薄化率は 73.34％（小数第三位四捨五入）（議決権数における割

合で 73.38%）となります。当社といたしましては、中長期的に企業価値及び株主価値の

向上を実現するためには、当社の速やかな経営再建に必要な資金を確実かつ迅速に調達

する必要があると考えており、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期

（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、収益規模の拡

大、事業及び財務基盤の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収

益向上及び企業価値向上に資する合理的なものであると考えております。 

これらを総合的に勘案した結果、本第三者割当増資の新株式発行数量及び株式の希薄

化の規模は合理的であると判断しております。 

 

（３）割当予定先を選定した理由 

   上記「Ⅰ．本資本業務提携の概要 １．本資本業務提携の理由」をご参照ください。 

 

（４）割当予定先の保有方針 

割当予定先の運営者である TRYFUNDS INVESTMENT 及び Tryfunds の経営コンサルティン

グにおけるノウハウを活かして企業再生を行い、企業価値を高めると同時に将来株式の売

却により利益を得るという純投資目的であること、売却に際しては当社株式の流動性や市

場動向等に可能な限り配慮しながら実施すること、東京証券取引所の定める譲渡の報告等

に関するルールその他の法令諸規則を遵守することを口頭にて確認すると同時に本第三者

割当増資の払込完了後、TRYFUNDS INVESTMENT との間で同内容の引受契約を締結する予定
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です。 

 

また、当社は、割当予定先から、割当日より二年間において、本第三者割当により発行

される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面によ

り報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに

当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定

です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

本第三者割当増資による新株式の発行に係る払込みに要する資金について、当社は割当

予定先の平成 30年１月９日時点の預金通帳のコピーを入手し、払込みに要する十分な資

金を有していることを確認し、割当予定先の運営者である TRYFUNDS INVESTMENT から、本

第三者割当増資による新株式の発行に係る払込みの履行を約束する旨の意向表明書を入手

しております。 

 

６．割当予定先の概要 

  上記「Ⅰ．本資本業務提携の概要 ３．本資本業務提携の相手先の概要 (１)本資本提携

先の概要」をご参照下さい。 

    

７．第三者割当後の大株主及び持株比率 

募集前（平成29年９月 30日現在） 募集後 

株式会社グッドフィールド 

 

23.51％ 

 

TRYFUNDS INVESTMENT 投資事業有限責任組

合 

 

42.31％ 

 

小林 敏雄 

 

18.21％ 

 

株式会社グッドフィールド 

 

13.56％ 

 アサヒビール株式会社 

 

1.59％ 

 

小林 敏雄 

 

10.50％ 

 有限会社ティーズ・キャピタル 

 

1.59％ 

 

アサヒビール株式会社 

 

0.92％ 

 株式会社ティーワイリミテッド 1.27％ 

 

有限会社ティーズ・キャピタル 

 

0.92％ 

 ゼネラル・オイスターグループ従業員持株会 1.11％ 

 

株式会社ティーワイリミテッド 0.73％ 

 サッポロビール株式会社 

 

● 

 

0.84％ 

 

ゼネラル・オイスターグループ従業員持株会 0.64％ 

 伊藤 義文 

 

0.64％ 

 

サッポロビール株式会社 

 

● 

 

0.48％ 

 

岡三にいがた証券株式会社 

 

0.53％ 

 

伊藤 義文 

 

0.37％ 

 山内 勝彦 

 

0.51％ 

 

岡三にいがた証券株式会社 

 

0.30％ 

 （注１）平成29年９月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。 

（注２）上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して記載しております。 
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８．今後の見通し 

  本資金調達により当社の財務体質の改善及び手元資金の拡充にすることが考えられますが、具体的

に当社の業績に与える影響については精査中であり、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続に関する事項 

  本第三者割当増資の希薄化率は 73.34％であり、既存株主の皆様に大きな影響が生じるこ

とに鑑み、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めに従い、必要

な手続きを進めてまいります。 

  具体的には、当社は、本臨時株主総会において、「株主以外の第三者に有利な払込金額で

募集株式を発行する件」を上程し、特別決議による株主の皆様のご承認を得ることを予定し

ております。 

 

１０．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成 27年３月期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 

連 結 売 上 高 3,851百万円 3,893百万円 3,868百万円 

連結営業利益又は連結営業損失(△) 211百万円 △342百万円 △461百万円 

連結経常利益又は連結経常損失(△) 184百万円 △349百万円 △475百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 

又は親会社株主に帰属する当期純損失

( △ ) 

153百万円 △486百万円 △744百万円 

１ 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益 125.27 円 △325.39 円 △480.04円 

１ 株 当 た り 配 当 金 0 円 0 円 0 円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 754.09 円 445.43円 △13.59円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成29年９月30日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 1,574,100株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）における

潜 在 株 式 数 

－株 － 

下限値の転換価額（行使価額）における潜

在 株 式 数 

－株 － 

上限値の転換価額（行使価額）における潜

在 株 式 数 
－株 － 
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（３）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 平成 27年３月期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 

始値 2,010円 2,171 円 2,171 円 

高値 2,918円 4,530円 2,116円 

安値 1,854円 1,849円 1,401円 

終値 2,180 円 2,180 円 1,401 円 

  （注）当社は平成 27年３月 19日に東証マザーズに上場したため、平成 27 年３月期につい

ては３月 19 日から３月 31日までの期間により記載しております。 

 

②最近６か月間の状況 

 平成29年 平成30年 

 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 

始値 1,315 円 1,031 円 983円 967円 940円 1,034 円 

高値 1,315 円 1,098 円 996円 1,038 円 1,054円 1,234 円 

安値 840円 921円 954円 886円 936円 1,017 円 

終値 1,055 円 983円 977円 939円 1,010円 1,120 円 

（注）平成 30年１月については、平成 30年１月 24日現在で表示しております。 

 

③発行決議日前営業日株価 

 平成 30年１月24日 

始値 1,124 円 

高値 1,129 円 

安値 1,114 円 

終値 1,120円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 公募による新規発行（一般募集） 

（1）払込期日 平成 27年３月 18日（水） 

（2）調達資金の額 320,200千円（差引手取概算額） 

（3）発行価額 1,445円 

（4）募集時における発行済株式数 1,210,900株 

（5）当該募集による発行株式数 200,000株 

（6）募集後における発行済株式総数 1,410,900株 

（7）発行時における当初の資金使途 一般募集による差引手取概算額320,200千円及び第三者

割当による新株発行の差引手取概算額94,598千円の合計
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（8) 発行時における支出予定時期 額については、直営店舗事業における新規出店予定店舗

の内装設備費等の支払の一部に使用する予定であり、そ

の内訳は、平成28年３月期に324,000千円を、残額は平

成29年３月期に支出する予定であります。 （9）現時点における充当状況 新規出店資金として全額充当済 

 

②第三者割当による新株発行（グリーンシューオプションの行使による第三者割当） 

（1）払込期日 平成 27年３月 27日（金） 

（2）調達資金の額 94,598千円（差引手取概算額） 

（3）発行価額 1,445円 

（4）募集時における発行済株式数 1,410,900株 

（5）当該募集による処分株式数 57,300 株 

（6）募集後における発行済株式総数 1,468,200株 

（7）割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

（8）発行時における当初の資金使途 一般募集による差引手取概算額320,200千円及び第三者

割当による新株発行の差引手取概算額94,598千円の合計

額については、直営店舗事業における新規出店予定店舗

の内装設備費等の支払の一部に使用する予定であり、そ

の内訳は、平成28年３月期に324,000千円を、残額は平

成29年３月期に支出する予定であります。 

（9) 発行時における支出予定時期 

（10）現時点における充当状況 新規出店資金として全額充当済 

 

③第三者割当による新株予約権の発行 

（1）割当日 平成 28年３月１日（月） 

（2）発行新株予約権数 100個（新株予約権１個当たり 100 株） 

（3）発行価額 無償 

（4）発行時における調達予定資金の額 

（差引手取概算額） 

22,120,000 円 

（差引手取概算額:22,120,000 円） 

（5）割当先 Achim Janke 

（6）発行時における発行済株式数 1,497,200 株 

（7）当該募集による潜在株式数 10,000株 

（8）現時点における行使状況 

行使済株式数：なし 

（残新株予約権数：100個、行使価額：22,120,000

円） 

（9）現時点における調達した資金の額 0 円 

（10）発行時における当初の資金使途 陸上養殖事業の運転資金 
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（11）現時点における充当状況 行使をしておらず、充当もなし 

 

１１．発行要項 

（1）払込期日 平成30年２月26日 

（2）募集株式の種類・数 普通株式1,154,500株 

（3）払込価額 １株につき 金693円 

（4）払込価額の総額 金 800,068,500 円 

(5) 資本組入額 金 400,034,250円（１株につき金 346.5円） 

（6）募集の方法及び割当予定先 第三者割当の方法により、そのすべてを TRYFUNDS 

INVESTMENT 投資事業有限責任組合に割り当てます。 

（7）その他 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の

効力が発生していること及び本臨時株主総会におい

て、本第三者割当増資に係る議案が承認されることを

条件とします。 

 

Ⅲ．主要株主である筆頭株主の異動 

 

１．異動年月日 

  平成 30 年２月 26 日（予定）  

 

２．異動が生じる見込となった経緯 

  前記のとおり、本臨時株主総会で承認可決されることを条件として、本第三者割当増資により発行

される割当予定先に対する新株式 1,154,500株の割当の結果により、主要株主である筆頭株主に異動

が生じる予定です。 

 

３．異動する株主の概要 

  新たに主要株主である筆頭株主となる予定の株主は、TRYFUNDS INVESTMENT 投資事業有限責任組合で

あります。概要につきましては、上記「Ⅰ．本資本業務提携の概要 ３．提携の相手先の概要」をご参

照ください。 

 

４、異動前後における当該主要株主である筆頭株主の所有する議決権の株（所有株式数）及び総株主の

議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合 

大株主順位 

異動前 

（平成 29年９月 30日現在） 

０個 

（０株） 

0.00％ 

 

－ 
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異動後 11,545個 

（1,154,500 株） 

42.32％ 第１位 

（注）１．議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式        800 株 

平成 29年９月 30日現在の発行済株式総数           1,574,100株 

２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 30 年２月 26 日に払込予定の第

三者割当増資による増加議決権 11,545 個を加味しております。 

３．総株主の議決権の数に対する割合については、小数点代三位を四捨五入しておりま

す。 

５．主要株主である筆頭株主でなくなる者 

名称 株式会社グッドフィールド 

住所 東京都港区虎ノ門４-３-２ 

上場会社と当該株主の関係 当社代表取締役 吉田秀則の資産管理会社で

あり、資本関係・取引関係はありません。 

 

異動前後における当該主要株主である筆頭株主の所有する議決権の株（所有株式数）及び総

株主の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合 

大株主順位 

異動前 

（平成 29年９月 30日現在） 

3,700 個 

（370,000株） 

23.52％ 

 

第１位 

異動後 3,700 個 

（370,000株） 

13.56％ 第２位 

（注）１．議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式        800 株 

平成 29年９月 30日現在の発行済株式総数           1,574,100株 

２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 30 年２月 26 日に払込予定の第

三者割当増資による増加議決権 11,545 個を加味しております。 

３．総株主の議決権の数に対する割合については、小数点代三位を四捨五入しておりま

す。 

 

６．今後の見通し 

上記「Ⅰ．資本業務提携の概要 ４．今後の見通し」をご参照ください。 

 

Ⅳ．代表取締役及び役員の異動 

 

１．異動年月日 

  平成 30 年２月 23 日（予定）  
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２．異動の理由 

  前記のとおり、本臨時株主総会で承認可決されることを条件として、TRYFUNDS INVESTMENT

の代表取締役 丹野裕介を代表取締役 CEO に、同社の渡邊史人を取締役 COO に、及び同社の丹

野裕氏を取締役（監査等委員）に選任いたします。 

 

３．異動の内容 

氏名 新役職名 現役職名 

吉田 秀則 代表取締役社長 代表取締役 CEO 

丹野 裕介 代表取締役 CEO － 

渡邊 史人 取締役 COO － 

安部 浩司 取締役 CFO 常務取締役 CFO 

丹野 裕氏 取締役（監査等委員） － 

原 大二郎 社外取締役（監査等委員） 仮社外取締役（監査等委員） 

山中 聖彦 社外取締役（監査等委員） － 

津久井 研悟 執行役員 常務取締役 CTO 

渡邊 一博 執行役員 取締役 

松倉 弘幸 執行役員 取締役 

柴田 和彦 － 取締役（監査等委員） 

山内 勝彦 － 社外取締役（監査等委員） 

 

４．新任代表取締役候補者及び取締役候補者の略歴等 

（１）丹野 裕介 

生年月日 略歴 所有株式数 

昭和 62年 

10月 25日 

平成 23年 4 月  株式会社リクルート入社 

平成 24年 9 月  株式会社 Tryfunds 設立  

代表取締役 CEO（現任） 

平成 28年 9 月  株式会社 FTG Company 社外取締役（現任） 

平成 29年 11月 株式会社 TRYFUNDS INVESTMENT 設立  

代表取締役（現任） 

－ 

 

（２）渡邊 史人 

生年月日 略歴 所有株式数 

昭和 61年 

4 月 26日 

平成 21年 4 月  三菱 UFJ信託銀行株式会社入社 

平成 28年 10月 EYトランザクション・アドバイザリー・サ

－ 
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 ービス株式会社入社 

平成 29年 10月 株式会社 Tryfunds 入社 

平成 30年１月  株式会社 TRYFUNDS INVESTMENT 出向 

 

（３）丹野 裕氏 

生年月日 略歴 所有株式数 

昭和 30年 

7 月 14日 

 

昭和 54年 4 月  全日本空輸株式会社入社 

平成 4年 3月   全日空スポーツ株式会社出向 

平成 19年 4 月  ANAセールス株式会社取締役就任 

平成 24年 4 月  株式会社 ANA総合研究所出向 

平成 26年 11月 株式会社 Tryfunds 入社 相談役（現任） 

平成 30年１月  株式会社 TRYFUNDS INVESTMENT 出向 

－ 

 

（４）原 大二郎 

生年月日 略歴 所有株式数 

昭和 53年 

6 月 25日 

 

平成 18年 10月 弁護士登録 

弘中総合法律事務所入所 

平成 21年 7 月  清水直法律事務所入所 

平成 27年 10月 ライジング法律事務所設立  

パートナー（現任） 

平成 28年 12月 株式会社ライトアップ社外取締役（現任） 

平成 29年 12月 当社 監査等委員である仮取締役（現任） 

－ 

 

（５）山中 聖彦 

生年月日 略歴 所有株式数 

昭和 55年 

3 月 18日 

 

平成 18年 4 月  アイ・ビーエム ビジネスコンサルティン

グサービス株式会社入社 

平成 24年 12月 トランスフォーメーションイニシアティブ

株式会社設立 代表取締役（現任） 

－ 

 

５．就任予定日 

  平成 30 年２月 23 日 

 

以 上 

 

 


